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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者や人体模型を必要とすることがなく、幅広
いトレーニングを容易に行うことができる経食道心エコ
ー法シミュレーション装置を提供する。
【解決手段】経食道心エコー法シミュレーション装置は
、プローブ10と、プローブ10を挿入する食道模型20と、
食道及び心臓を含む胸部のCT画像データを蓄積するCT画
像ベータベースと、プローブ10により生成された超音波
走査面が切断する断面に相当する断面のCT画像データを
前記CT画像ベータベースから抽出するCT画像抽出手段と
、該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超
音波画像データに変換する画像変換手段と、該画像変換
手段により変換された超音波画像データを表示する表示
手段と、を有してなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プローブと、
　該プローブを挿入する食道模型と、
　食道及び心臓を含む胸部のCT画像データを蓄積するCT画像データベースと、
　前記プローブにより生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面のCT画像デ
ータを前記CT画像データベースから抽出するCT画像抽出手段と、
　該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超音波画像データに変換する画像変
換手段と、
　該画像変換手段により変換された超音波画像データを表示する表示手段と、を有する経
食道心エコー法シミュレーション装置。
【請求項２】
　プローブは、線状体を呈しており、その先端部に超音波照射口に相当する照射面を有し
、その照射面に対応した扇形の超音波走査面を生成する走査面生成手段を有することを特
徴とする請求項１に記載の経食道心エコー法シミュレーション装置。
【請求項３】
　プローブは、その軸回りに回転することができ、先端部が左右及び上下に屈曲するよう
になっていることを特徴とする請求項２に記載の経食道心エコー法シミュレーション装置
。
【請求項４】
　食道模型は、プローブの起点位置を検出する手段と、該起点位置をCT画像データベース
の食道CT画像データの所定の位置に一致させる初期化手段を有することを特徴とする請求
項１～３のいずれかに記載の経食道心エコー法シミュレーション装置。
【請求項５】
　画像変換手段は、CT画像の輝度を所定のレベルに区分けする手段と、そのレベルに従っ
た階調に変換する手段と、を有することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の経
食道心エコー法シミュレーション装置。
【請求項６】
　所定のレベルは、８段階設けられていることを特徴とする請求項５に記載の経食道心エ
コー法シミュレーション装置。
【請求項７】
　画像変換手段は、さらに、CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データにおいて最高
レベルの輝度を示す遮蔽物が存在する場合に、該遮蔽物によってプローブの超音波走査面
の照射中心から照射される超音波が遮られる背景部分をすべて最低レベルの輝度に変換す
る障害物表示手段を有することを特徴とする請求項６に記載の経食道心エコー法シミュレ
ーション装置。
【請求項８】
　プローブと、
　該プローブを挿入する食道模型と、
　食道及び心臓を含む胸部のCT画像を超音波画像に変換した画像データを蓄積する超音波
画像データベースと、
　該超音波画像データベースから、前記プローブにより生成された超音波走査面が切断す
る断面に相当する断面の超音波画像データを抽出する超音波画像抽出手段と、
　該超音波画像抽出手段により抽出された超音波画像データを表示する表示手段と、を有
する経食道心エコー法シミュレーション装置。
【請求項９】
　プローブと、
　該プローブを挿入する上部消化管模型と、
　上部消化管及び頸部、胸腔、縦隔、胸部、腹部内蔵又は脊髄のCT画像データを蓄積する
CT画像データベースと、
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　前記プローブにより生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面のCT画像デ
ータを前記CT画像データベースから抽出するCT画像抽出手段と、
　該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超音波画像データに変換する画像変
換手段と、
　該画像変換手段により変換された超音波画像データを表示する表示手段と、を有する経
食道エコー法シミュレーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経食道心エコー法シミュレーション装置に係り、特に、CT画像を利用した経
食道心エコー法シミュレーション装置及びその応用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　X線CTに代表されるコンピュータ断層法（computed tomography）や超音波診断法は、人
体の内部に関する詳細な情報を得ることができるために、医療において広く使用されてい
る。なかでも、超音波診断法は、X線CT等に比較して簡単な装置で簡便に検査することが
でき、かつ被爆等の問題がないということから、循環器系をはじめ種々の臓器に関し、手
術中の画像診断・モニタ、救急・集中治療領域での診断、治療のガイドとして広く用いら
れている。
【０００３】
　このような超音波診断法において、経食道心エコー法は、肺や骨などの存在にもかかわ
らず心臓に関する断層画像を得ることができ、また、血栓の存否検査も可能であることか
ら、利用の範囲が広がっている。しかし、経食道心エコー法は、心臓の断層画像を得るに
は、検診用のプローブを食道内に挿入しなければないため、体の中でどのような断層像を
得ているのかを直接視覚的にとらえられない。また、適切な画像を得るには骨や肺等を避
けるような位置においてプローブを操作しなければならないという問題がある。
【０００４】
　このような問題に対し、知識、経験及び技術に優れた指導者の下、患者を対象にしたト
レーニングが行われているのが実情である。しかし、このようなトレーニング法はその性
質上限られたトレーニングしかできないことから、人体模型を使用した超音波診断訓練用
の超音波用ファントムが提案されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１に、人体を模擬する超音波用ファントムにおいて、超音波を透過す
る材質で形成され、狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設したベース部材と、前記
両収納部に収納され、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器と、前記模擬臓器の周囲を
充填するように配置され、超音波を透過するゼリー状部材と、を設けたことを特徴とする
超音波用ファントムが提案されている。また、各臓器模型を対象とした超音波医学用生体
近似ファントムが特許文献２に提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開2004-174171号公報
【特許文献２】特開2005-118187号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、このような人体模型を使用した超音波用ファントムは、これを製造する
のが容易でなく、また、限られた部位、状態のトレーニングに限定されるおそれがあると
いう問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、患者や人体模型を必要とすることがなく、
幅広いトレーニングを容易に行うことができる経食道心エコー法シミュレーション装置を
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提供することを目的とする。また、経食道心エコー法シミュレーション装置を広く頸部、
胸腔、縦隔、腹部内臓又は脊髄などに応用した装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置は、プローブと、該プローブを挿
入する食道模型と、食道及び心臓を含む胸部のCT画像データを蓄積するCT画像データベー
スと、前記プローブにより生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面のCT画
像データを前記CT画像データベースから抽出するCT画像抽出手段と、該CT画像抽出手段に
より抽出されたCT画像データを超音波画像データに変換する画像変換手段と、該画像変換
手段により変換された超音波画像データを表示する表示手段と、を有している。
【００１０】
　上記発明において、プローブは、線状体を呈しており、その先端部に超音波照射口に相
当する照射面を有し、その照射面に対応した扇形の超音波走査面を生成する走査面生成手
段を有するものとすることができる。また、プローブは、体内で実際に用いるプローブと
同様にその軸回りに回転することができ、先端部が左右及び上下に屈曲するようになって
いるのがよい。
【００１１】
　食道模型は、プローブの起点位置を検出する手段と、該起点位置をCT画像データベース
の食道CT画像データの所定の位置に一致させる初期化手段を有するのがよい。
【００１２】
　画像変換手段は、CT画像の輝度を所定のレベルに区分けする手段と、そのレベルに従っ
た階調に変換する手段と、を有するものとすることができる。所定のレベルは、８段階設
けるのがよい。
【００１３】
　また、画像変換手段は、さらに、CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データにおい
て最高レベルの輝度を示す遮蔽物が存在する場合には、該遮蔽物によってプローブの超音
波走査面の照射中心から照射される超音波が遮られる背景部分をすべて最低レベルの輝度
に変換するような障害物表示手段を有するのがよい。
【００１４】
　また、本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置は、プローブと、該プロー
ブを挿入する食道模型と、食道及び心臓を含む胸部のCT画像を超音波画像に変換した画像
データを蓄積する超音波画像データベースと、該超音波画像データベースから、前記プロ
ーブにより生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面の超音波画像データを
抽出する超音波画像抽出手段と、該超音波画像抽出手段により抽出された超音波画像デー
タを表示する表示手段と、を有するものとすることができる。
【００１５】
　上記経食道心エコー法シミュレーション装置はその応用を広く拡大することができる。
例えば、測定対象を、頸部、胸腔、縦隔、腹部内臓又は脊髄等の超音波診断法のトレーニ
ングに使用することができる経食道エコー法シミュレーション装置に応用することができ
る。例えば、この経食道エコー法シミュレーション装置は、プローブと、該プローブを挿
入する上部消化管模型と、上部消化管及び頸部、胸腔、縦隔、胸部、腹部内蔵又は脊髄の
CT画像データを蓄積するCT画像データベースと、前記プローブにより生成された超音波走
査面が切断する断面に相当する断面のCT画像データを前記CT画像データベースから抽出す
るCT画像抽出手段と、該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超音波画像デー
タに変換する画像変換手段と、該画像変換手段により変換された超音波画像データを表示
する表示手段と、を有するものとすることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置によれば、患者や人体模型を必要
とすることがなく、幅広いトレーニングを容易に行うことができる。



(5) JP 2009-82240 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。本発明に係る経食道心エ
コー法シミュレーション装置は、プローブと、該プローブを挿入する食道模型と、食道及
び心臓を含む胸部のCT画像データを蓄積するCT画像データベースと、前記プローブにより
生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面のCT画像データを前記CT画像デー
タベースから抽出するCT画像抽出手段と、該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像デー
タを超音波画像データに変換する画像変換手段と、該画像変換手段により変換された超音
波画像データを表示する表示手段と、を有する。
【００１８】
　プローブは、食道を通して所定の超音波を心臓部に照射することができるものである。
しかしながら、プローブは、外形が実際の超音波診断装置に使用されるプローブに似た線
状体をし、その線状体の軸回りに回転することができ、先端部が左右及び上下に屈曲する
ことができるようになっていれば、必ずしも実際に超音波を照射することができるもので
なくてもよい。すなわち、プローブは、線状体を呈しており、その先端部側面に超音波照
射口に相当する照射面を有し、その照射面に対応した扇形の超音波走査面を生成する走査
面生成手段を有するものであればよい。なお、プローブは、超音波診断装置に使用される
プローブを超音波が照射されない状態で使用することもできる。
【００１９】
　プローブの実施例を図１に示す。プローブ10は、線状体の先端部12が関節14により左右
及び上下に屈曲し、全体を回転することができるようになっており、先端部12の側面に照
射面13を有している。照射面13の中心部の＋印で示すP点が、超音波が照射される超音波
照射口の中心である。なお、プローブ10の屈曲の方向と傾斜度、回転量及びP点の位置は
センサ（図示せず）と制御装置50により計測されるようになっている。また、この制御装
置50には、以下に説明する走査面生成手段、CT画像データベース、CT画像抽出手段、画像
変換手段等が設けられている。
【００２０】
　また、プローブ10は、走査面生成手段を有する。走査面生成手段は、照射面13上のP点
を検知し、P点から照射面13に垂直方向に図１に示すような扇形の超音波走査面18を生成
することができる。この超音波走査面18は、図１のモニタ60に示すように、プローブ画像
100とともに超音波走査面画像180として可視化できるようになっているのがよい。
【００２１】
　食道模型は、プローブ10を挿入することができ、実際の食道に近似した模型であればよ
い。例えば、図１に示すような筒型をした食道模型20とすることができる。プローブ10の
照射面13を検知して、図１のモニタに示すような仮想の食道画像200を生成するようにな
っていれば、実際の筒型をした食道模型20を設けないようにすることもできる。
【００２２】
　また、食道模型20は、プローブの起点位置を検出する手段と、該起点位置をCT画像デー
タベースの食道CT画像データの所定の位置に一致させる初期化手段を有するのがよい。プ
ローブの起点位置を検出する手段は、プローブ10の操作をする者にプローブ10が食道の所
定の位置（起点位置）にセットされたことを示し、これからプローブ10の操作が開始され
ることを知らせる機能を有する。初期化手段は、プローブの起点位置を検出する手段から
の信号に基づき、プローブの設定位置を以下に説明するCT画像データベースの食道CT画像
データの所定の位置に一致させる機能を有する。
【００２３】
　CT画像データベースは、X線CT装置等により予め人の食道及び心臓を含む胸部について
測定されたCT画像を蓄積したものである。CT画像データベースは、正常な人のCT画像、あ
るいは特定の疾患、例えば大動脈瘤、大動脈解離、胸水貯留、心拡大、血栓などを有する
人のCT画像等を蓄積したものにすることができる。
【００２４】
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　このCT画像データベースを利用すれば、図１に示すような三次元の心臓画像300を表示
することができる。また、このCT画像データベースを利用すれば、図１に示すように、プ
ローブ10を使用して断層像を得る場合のプローブ10の位置が食道内のどのような位置にあ
るかを示すプローブ画像100とともに食道画像200と、プローブ10により心臓のどの位置の
断層画像が得られるかを示す心臓画像300とともに超音波走査面画像180を表示することが
できる。なお、プローブ画像100と食道画像200との位置あわせは、上述の食道模型に設け
た初期化手段により行われる。
【００２５】
　CT画像抽出手段は、プローブ10の超音波走査面18に基づいてCT画像データベースから、
超音波走査面18に一致する断層面のCT画像データを抽出する機能を有する。
【００２６】
　画像変換手段は、CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超音波画像データに
変換する機能を有する。例えば、画像変換手段は、CT画像の輝度を所定のレベルに区分け
する手段と、そのレベルに従った階調に変換する手段と、を有するものとし、以下に説明
するようにCT画像データを超音波画像データに変換するものとすることができる。なお、
この場合、所定のレベルは８段階（レベル数は８つ）設けるのがよい。これにより、CT画
像が有する組織、密度等に起因する形態学的特徴を超音波画像に再現させることが容易に
なり、また、画像データをコンピュータ処理するのが容易になる利点がある。
【００２７】
　CT画像データから超音波画像データへの変換は、まず、CT画像の輝度を表１に示すよう
に、８段階のレベルに区分けする。そして、例えば、レベル0を黒色、レベル7を白色とし
、レベル1～6までを段階に応じたグレイ色に割り当てた変換画像データを求める。図２は
、このようにして求められた変換画像を示す。図２は、四腔断面を描出するレベルでの画
像を示す。図２(a)がCT画像、図２(b)が変換画像である。図２に示すH印部は、心臓の内
腔部を示し、L印部は肺部を示す。図２に示すように、心臓の内腔部はCT画像では白色に
、超音波変換画像では黒色に表され、肺部は、逆に、CT画像では黒色に、超音波変換画像
では白色に表される。なお、上記においては、CT画像の輝度をそのレベルに従った濃度の
グレイ画像に変換する場合について説明したが、色彩を付した画像に変換することもでき
る。
【００２８】
　超音波診断法によれば、超音波走査面18が走査する扇形状の断面の画像が得られる。こ
のため、超音波変換画像は、図３に示すように、実際に超音波診断法により観察されるよ
うにデータ変換する。すなわち、まず、図２に示すようにCT画像から変換された画像を図
３(a)に示すように超音波走査面18が走査する扇形部分に限定する。つぎに、その扇形部
分の画像を180°回転し、図３(b)に示す画像を得る。この図３(b)に示す画像を超音波変
換画像とする。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　患者の測定部位に骨等が存在する場合は、X線CT法においては、その骨等の存在にかか
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わらず骨等の背後部分を表示、観察することができる。しかし、超音波診断法の場合は、
骨等超音波を反射させる遮蔽物が存在するとその背後を表示、観察することができない。
このため、骨等の遮蔽物が存在する場合を考慮して、画像変換手段には、さらに障害物表
示手段を設け、遮蔽物によってプローブ10の超音波走査面18の照射中心から照射される超
音波が遮られる背景部分をすべて最低レベルの輝度に変換するようにするのがよい。以上
、このように画像変換手段により変換された超音波画像データは、表示手段であるモニタ
60に表示される。この表示される超音波変換画像は、図１のモニタ60に示した図とともに
、また、単独で表示することができるようになっている。
【００３１】
　以上、本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置について説明した。本経食
道心エコー法シミュレーション装置によれば、プローブ10の操作、その操作によりどのよ
うな走査を行うことができるか、その走査によりどのような超音波画像が得られるか等の
トレーニングを行うことができる。また、本経食道心エコー法シミュレーション装置によ
れば、現実感の高いいわゆるバーチャル空間で経食道心エコー法のトレーニングを行うこ
とができ、特別な人体模型等を製作する必要がないという利点を有する。
【００３２】
　しかしながら、本発明は、上記の実施例に限定されない。以下のような、予め食道及び
心臓を含む胸部のCT画像を超音波画像に変換した画像データを蓄積したデータベースを有
する経食道心エコー法シミュレーション装置にすることができる。すなわち、プローブと
、該プローブを挿入する食道模型と、食道及び心臓を含む胸部のCT画像を超音波画像に変
換した画像データを蓄積する超音波画像データベースと、該超音波画像データベースから
、前記プローブにより生成された超音波走査面が切断する断面に相当する断面の超音波画
像データを抽出する超音波画像抽出手段と、該超音波画像抽出手段により抽出された超音
波画像データを表示する表示手段と、を有する経食道心エコー法シミュレーション装置に
することができる。本経食道心エコー法シミュレーション装置は、応答性がよく、さらに
現実感のあるトレーニングを行うことができる。
【００３３】
　また、超音波画像データベースに一心拍分のCT画像に基づくデータを蓄積し、これを所
定の拍動数の動画で表示することにより、より生体に近い状態の経食道心エコー法シミュ
レーション装置を構成することができる。
【００３４】
　以上、本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置について説明したが、本発
明は心エコー法シミュレーション装置以外にも広く適用することができる。例えば、頸部
、胸腔、縦隔、腹部内臓又は脊髄等の超音波診断法のトレーニングに使用できる経食道エ
コー法シミュレーション装置に本発明を適用することができる。この場合、例えば、胃を
対象とするときは、プローブは食道から胃の内部にまで装入されることを考慮して、上部
消化管模型が設けられ、CT画像データベース又は超音波画像データベースは胃を含むデー
タが設けられる。
【００３５】
　すなわち、経食道エコー法シミュレーション装置は、プローブと、該プローブを挿入す
る上部消化管模型と、上部消化管及び頸部、胸腔、縦隔、胸部、腹部内蔵又は脊髄のCT画
像データを蓄積するCT画像データベースと、前記プローブにより生成された超音波走査面
が切断する断面に相当する断面のCT画像データを前記CT画像データベースから抽出するCT
画像抽出手段と、該CT画像抽出手段により抽出されたCT画像データを超音波画像データに
変換する画像変換手段と、該画像変換手段により変換された超音波画像データを表示する
表示手段と、を有するものとすることができる。
【００３６】
　図４は、脊髄を対象とする経食道エコー法シミュレーション装置において、CT画像とこ
れを超音波画像に変換した場合の例を示す。図４(a)は、脊髄を含む胸部断面のCT画像で
あり、図４(b)は、図４(a)の四角枠内拡大図を示し、そのCT画像のうち扇形部分が超音波
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画像に変換される部分を示す。図４(c)は変換された超音波画像を示す図面、図４(d)は実
際の超音波画像である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る経食道心エコー法シミュレーション装置の説明図である。
【図２】画像変換手段によりCT画像をグレイ画像に変換した場合の状態を示す説明図であ
る。
【図３】画像変換手段により得られた超音波変換画像を示す説明図である。
【図４】脊髄を対象とする経食道エコー法シミュレーション装置のCT画像と変換された超
音波変換画像を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　10　　プローブ
　12　　先端部
　13　　照射面
　14　　関節
　18　　超音波走査面
　20　　食道模型
　50　　制御装置
　60　　モニタ
　100　　プローブ画像
　180　　超音波走査面画像
　200　　食道画像
　300　　心臓画像

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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